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後
漢
書

三
国
志

范
曄

荀
�

史
観

は
じ
め
に

劉
宋
の
范
曄
が
著
し
た
『
後
漢
書
』
は
、『
三
国
志
』
と
並
ぶ
三
国
時
代
に
関
す
る
基
礎
史
料
で
あ
る
。
だ
が
同
書
は
、『
三
国
志
』
よ
り
成

立
が
一
五
〇
年
ほ
ど
遅
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
史
料
価
値
は
『
三
国
志
』
に
劣
る
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
加
え
て
、
つ
と
に
内
藤
湖

南
『
支
那
史
学
史
』（
一
）
が
、

本
来
の
材
料
を
多
く
潤
色
し
、
文
を
改
め
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
恐
ら
く
范
曄
の
後
漢
書
か
ら
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
…
…
范
曄
は
か

か
る
編
纂
物
（
筆
者
注‥

『
三
国
志
』
や
范
曄
に
先
行
す
る
『
後
漢
書
』
な
ど
を
指
す
）
を
材
料
と
し
て
書
い
た
の
で
、
文
章
を
改
め
る

必
要
を
生
じ
た
点
も
あ
り
、
又
范
曄
が
余
程
の
名
文
家
で
、
や
は
り
歴
史
を
自
分
の
頭
で
書
く
と
い
ふ
抱
負
が
あ
つ
た
為
め
、
前
人
の
書

に
満
足
せ
ず
し
て
書
き
改
め
た
点
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
と
も
か
く
三
国
志
と
後
漢
書
と
同
じ
事
柄
を
書
い
た
処
を
比
べ
る
と
、
後
漢
書
の

方
が
原
文
を
改
め
た
こ
と
の
多
い
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
後
漢
書
』
に
は
先
行
史
料
の
改
変
が
あ
る
、
厳
し
く
言
う
な
ら
ば
史
の
捏
造
と
歪
曲
が
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て

い
る
。

三
国
時
代
論
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
趙
翼
が
曹
魏
へ
の
批
判
的
筆
致
を
指
摘
し
た（
二
）
。
ま
た
同
書
は
、
陳
寿
の

『
後
漢
書
』
荀
�
伝
に
つ
い
て

―『
三
国
志
』
と
の
比
較
を
中
心
に
―

田

中

靖

彦
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『
三
国
志
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
『
三
国
志
演
義
』
の
主
要
取
材
史
料
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る（
三
）
。
だ
が
、『
後
漢
書
』

の
著
者
范
曄
が
抱
い
て
い
た
三
国
時
代
の
全
体
像
に
対
す
る
評
価
や
筆
致
に
つ
い
て
は
、
陳
寿
の
そ
れ
と
比
べ
て
も
、
さ
ほ
ど
検
討
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
感
が
あ
る
。

で
は
范
曄
は
、
い
か
な
る
三
国
時
代
観
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
筆
者
の
関
心
か
ら
は
、『
後
漢
書
』
荀
�
伝
の
記
述

が
注
目
に
値
す
る
。
荀
�
（
一
六
三
〜
二
一
二
）
は
曹
操
の
覇
権
確
立
に
尽
力
し
た
第
一
の
功
臣
で
あ
る
が
、
や
が
て
曹
操
の
魏
公
就
任
に
反

対
し
て
間
も
な
く
謎
の
死
を
遂
げ
た
、
と
い
う
生
涯
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る（
四
）
。
斯
か
る
荀
�
を
ど
う
評
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら

ぬ
論
者
が
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
後
世
に
お
け
る
荀
�
評
価
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
、『
後
漢
書
』
列
伝
六
十
・
荀
�
伝

（
以
下
、『
後
漢
書
』
荀
�
伝
と
略
記
）
の
記
述
で
あ
る
。『
四
庫
全
書
』
収
録
の
『
後
漢
書
』
に
は
、「
御
製
読
荀
�
伝
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
清
朝
考
証
学
者
と
し
て
名
高
い
趙
翼
も
、『
廿
二
史
箚
記
』
巻
六
の
中
で
荀
�
伝
に
つ
い
て
専
門
に
論
ず
る
段
を
設
け
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
荀
�
伝
は
『
後
漢
書
』
の
中
で
も
注
目
を
集
め
て
き
た
。
斯
く
も
注
目
を
集
め
て
き
た
荀
�
伝
の
中
身
を
検
討
す
る
こ
と
は
、『
後

漢
書
』
の
性
格
、
お
よ
び
范
曄
の
主
張
を
把
握
す
る
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
斯
か
る
視
点
に
基
づ
き
本
論
で
は
、
范
曄
の
荀
�
描
写
を
分
析

す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
范
曄
の
三
国
時
代
観
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
攷
察
を
加
え
て
み
た
い（
五
）
。

一
�
荀
�
の
「
漢
の
忠
臣
」
化

范
曄
の
提
示
す
る
荀
�
の
人
物
像
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
『
後
漢
書
』
荀
�
伝
の
記
述
と
『
三
国
志
』
魏
書
十
・
荀
�
伝
（
以
下
、

『
三
国
志
』
荀
�
伝
と
略
記
）
と
の
比
較
を
行
う
。
荀
�
は
『
後
漢
書
』
と
『
三
国
志
』
の
両
書
に
列
伝
の
設
け
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、

両
者
の
記
述
に
少
な
か
ら
ぬ
異
同
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
同
一
人
物
の
人
生
に
関
す
る
両
書
の
記
述
の
異
同
を
検
証
す
る
こ
と
は
、

『
三
国
志
』
や
『
後
漢
書
』
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
、
後
漢
代
の
歴
史
を
編
年
体
の
体
裁
で
著

し
た
袁
宏
の
『
後
漢
紀
』
を
傍
証
に
用
い
る
。

曹
操
配
下
随
一
の
活
躍
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
荀
�
だ
が
、
范
曄
は
荀
�
を
曹
操
の
謀
臣
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
漢
の
忠
臣
」

と
し
て
描
い
た
。
そ
れ
を
示
す
事
例
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。
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（
一
）�
荀
�
の
就
職
と
董
卓

曹
操
と
荀
�
の
関
係
に
言
及
し
た
事
例
で
は
な
い
が
、
ま
ず
は
荀
�
の
官
僚
人
生
の
開
始
に
つ
い
て
検
証
し
よ
う
。『
後
漢
書
』
荀
�
伝
は

以
下
の
よ
う
に
記
す
。

中
+
六
年
、
擧
孝
b
、
再
;
亢
q
令
。

卓
之
亂
、
弃
官
歸
�
里
。（
六
）

こ
れ
に
対
し
、『
三
国
志
』
荀
�
伝
で
は
、
該
当
部
分
を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

永
`
元
年
、
擧
孝
b
、
拜
守
宮
令
。

卓
之
亂
、
求
出
補
$
、
除
亢
q
令
。
�
棄
官
歸
。（
七
）

両
書
の
記
述
の
差
異
は
、
①
年
号
、
②
守
宮
令
就
任
に
関
す
る
記
述
の
有
無
、
③
亢
父
令
の
就
任
時
期
の
三
つ
で
あ
る
。

①
の
年
号
に
つ
い
て
は
後
回
し
と
し
、
②
守
宮
令
の
就
任
に
関
す
る
記
述
か
ら
検
証
し
よ
う
。
守
宮
令
は
、
定
員
は
一
名
、
秩
禄
六
百
石
で
、

宮
中
の
紙
・
筆
・
墨
な
ど
を
司
る
役
職
で
あ
る
。『
三
国
志
集
解
』
該
当
部
分
の
引
く
諸
説
を
総
合
す
る
と
、
沖
帝
・
質
帝
以
前
は
士
人
を
用

い
、
桓
帝
の
永
寿
三
年
に
宦
官
の
役
職
で
あ
る
小
黄
門
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
袁
紹
ら
の
行
っ
た
宦
官
誅
殺
後
、
ふ
た
た
び
郎
を
補
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
斯
か
る
守
宮
令
に
就
任
と
い
う
荀
�
の
官
僚
人
生
の
開
始
を
、『
三
国
志
』
は
明
記
し
た
が
、『
後
漢
書
』
は
無
か
っ

た
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

理
由
は
二
つ
考
え
得
る
。
一
つ
め
は
、
守
宮
令
の
就
任
を
、
宦
官
の
欠
員
補
充
と
い
う
甚
だ
不
名
誉
な
も
の
と
范
曄
が
見
な
し
た
た
め
、
こ

れ
を
隠
蔽
し
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
荀
�
は
中
常
侍
唐
衡
の
娘
を
娶
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
裴
松
之
が
こ
れ
を
強
く
否
定
し
て
い
る

よ
う
に（
八
）
、
荀
�
を
賞
賛
す
る
論
者
と
し
て
、
荀
�
と
宦
官
の
繋
が
り
は
で
き
る
だ
け
隠
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
立

す
る
。

も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
董
卓
と
の
関
連
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
孝
献
帝
本
紀
の
冒
頭
、
董
卓
が
献
帝
を
即
位
さ
せ
て
永
漢
と
改

元
し
、
何
太
后
を
殺
害
し
た
記
事
に
続
け
て
、「
初
令
侍
中
・
給
事
黄
門
侍
郎
員
各
六
人
。
賜
公
卿
以
下
至
黄
門
侍
郎
家
一
人
為
郎
、
以
補
宦

官
所
領
諸
署
、
侍
於
殿
上
」
と
あ
る
。
時
期
・
内
容
的
に
見
て
、
荀
�
の
守
宮
令
就
任
も
こ
の
一
環
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
荀
�
の
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就
任
は
不
名
誉
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
宦
官
か
ら
士
大
夫
が
重
職
を
奪
還
し
た
と
い
う
、
士
大
夫
に
と
っ
て
誇
る
べ
き
出
来
事
の
一
環
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
で
は
范
曄
は
、
何
故
こ
の
事
実
を
記
さ
な
か
っ
た
の
か
。

荀
�
が
こ
の
時
期
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
荀
爽
の
昇
進
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
実
権
を
握
っ
た
董
卓
は
、
士
大
夫
の
優
遇

を
進
め
て
お
り
、
荀
爽
も
大
抜
擢
を
受
け
た
一
人
で
あ
っ
た
。
董
卓
は
輔
政
の
任
に
つ
く
や
荀
爽
を
徴
し
て
、
九
十
五
日
の
早
さ
で
司
空
に
昇

進
さ
せ
た
（『
後
漢
書
』
列
伝
五
十
二
・
荀
淑
伝
附
・
荀
爽
伝
）。
そ
の
優
遇
が
荀
爽
の
一
門
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
、
前
掲
史
料
に
「
賜
公
卿

以
下
至
黄
門
侍
郎
家
一
人
為
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
荀
爽
が
三
公
と
な
る
の
は
三
ヶ
月
後
の
十
二
月
で
あ
る
が
、
抜
擢
直
後
の

荀
爽
の
一
門
と
し
て
、
潁
川
荀
の
人
士
が
郎
に
補
さ
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
。
た
だ
し
、『
三
国
志
』
も
『
後
漢
書
』
も
、
荀
�
は
孝
廉
に

挙
げ
ら
れ
た
と
明
記
し
て
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
表
向
き
、
荀
�
は
荀
爽
の
縁
故
と
し
て
で
は
な
く
、
純
粋
に
当
時
の
潁
川
郡
太
守
に
推
挙

さ
れ
た
こ
と
に
な
る（
九
）
。
だ
が
、
永
漢
元
年
と
い
う
抜
擢
時
期
を
見
て
も
、
董
卓
の
意
向
を
受
け
た
当
時
の
潁
川
郡
太
守
が
、
荀
�
を
孝
廉

に
挙
げ
た
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
荀
�
の
就
職
が
荀
爽
の
抜
擢
と
同
時
期
で
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
。
つ

ま
り
荀
�
の
官
僚
人
生
の
開
始
は
、
荀
爽
の
お
ま
け
的
な
位
置
な
が
ら
、
董
卓
に
よ
る
引
き
立
て
と
い
う
一
面
を
有
し
て
い
た
節
が
あ
る
の
で

あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ
う
で
な
く
と
も
、
荀
�
が
董
卓
政
権
に
初
出
仕
し
た
こ
と
は
、
厳
然
た
る
事
実
で
あ
っ
た
。

だ
が
董
卓
と
い
え
ば
、
後
漢
末
に
悪
政
を
行
っ
た
暴
虐
の
人
と
し
て
悪
名
高
く
、
荀
爽
の
仕
官
も
望
ん
で
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
『
後
漢

書
』
は
明
記
し
て
い
る
。『
後
漢
書
』
が
荀
�
の
守
宮
令
就
任
を
記
さ
な
い
の
は
、
荀
�
と
董
卓
の
関
連
を
好
ま
し
く
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ

と
い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

斯
か
る
視
点
か
ら
、
③
荀
�
の
亢
父
令
就
任
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
亢
父
令
と
な
っ
た
時
期
を
、『
三
国
志
』
は
「
董
卓
之
乱
」
の
際
の

こ
と
と
し
、『
後
漢
書
』
は
「
董
卓
之
乱
」
の
前
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
董
卓
之
乱
」
と
は
、
表
現
が
漠
然
と
し
て
具
体
的
時
期
の
措
定
は

難
し
い
が
、
董
卓
に
よ
る
政
権
掌
握
と
そ
れ
に
伴
う
混
乱
（
反
董
卓
軍
と
の
戦
い
や
長
安
遷
都
な
ど
）
を
否
定
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、『
三
国
志
』
の
記
述
で
は
、
荀
�
は
、「
董
卓
之
乱
」
の
時
期
、
す
な
わ
ち
董
卓
政
権
下
に
お
い
て
令
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。
一
方
で
『
後
漢
書
』
で
は
、
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
、
亢
父
令
に
な
っ
た
後
で
「
董
卓
之
乱
」
が
起
こ
り
辞
職
し
た
と
い
う
流
れ

と
な
っ
て
い
る
。
素
直
に
読
め
ば
、
荀
�
は
董
卓
登
場
以
前
に
亢
父
令
と
な
り
、
董
卓
が
登
場
す
る
と
、
彼
に
仕
え
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
に
辞

職
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
単
純
に
言
え
ば
、『
三
国
志
』
で
の
荀
�
は
董
卓
政
権
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
後
漢
書
』
は
、

荀
�
は
董
卓
政
権
と
無
関
係
と
い
う
表
記
に
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
荀
�
の
漢
に
対
す
る
忠
誠
を
強
調
し
た
い
范
曄
は
、
荀
爽
の
よ
う
な
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「
意
に
反
し
て
董
卓
の
抜
擢
を
受
け
た
」
と
い
う
妥
協
的
姿
勢
す
ら
、
荀
�
に
は
許
さ
な
か
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
①
に
挙
げ
た
年
号
の
記
述
の
差
異
に
も
疑
わ
し
い
点
が
出
て
く
る
。『
三
国
志
集
解
』
に
引
く
銭
大


や
潘
眉
の
論
の
と

お
り
、
中
平
六
年
も
永
漢
元
年
も
同
年
（
西
暦
一
八
九
年
）
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
本
紀
に
よ
れ
ば
、
中
平
六
年
四
月
戊
午
、

皇
子
辯
の
即
位
に
伴
い
光
熹
と
改
元
、
八
月
辛
未
に
昭
寧
と
改
元
、
九
月
に
永
漢
と
改
元
、
公
卿
以
下
の
子
弟
を
郎
と
し
宦
官
に
補
す
る
こ
と

と
し
（
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
荀
爽
や
荀
�
が
任
官
）、
十
二
月
戊
戌
、
荀
爽
が
司
空
と
な
り
、
こ
の
十
二
月
中
に
中
平
六
年
に
戻
し
た
、
と
あ

る
。
つ
ま
り
荀
�
が
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
郎
と
な
っ
た
時
期
は
、
厳
密
に
は
永
漢
元
年
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関

す
る
記
述
は
、「
永
漢
元
年
」
と
す
る
『
三
国
志
』
荀
�
伝
が
正
し
く
、「
中
平
六
年
」
と
す
る
『
後
漢
書
』
荀
�
伝
の
記
述
が
誤
り
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
先
述
し
た
一
連
の
改
元
の
流
れ
は
、
他
な
ら
ぬ
范
曄
が
『
後
漢
書
』
献
帝
本
紀
に
書
い
て
い
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
范
曄
が
把
握

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と
な
れ
ば
、
斯
か
る
『
後
漢
書
』
荀
�
伝
の
「
誤
記
」
は
、
潘
眉
が
言
う
よ
う
な
「

U
當

書
「
中
+
六
年
」」
と
い
う
歴
史
観
を
范
曄
も
有
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
意
図
的
に
『
三
国
志
』
の
記
述
か

ら
改
め
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
永
漢
は
董
卓
政
権
下
で
改
元
さ
れ
た
年
号
で
あ
り
、「
荀
�
が
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
永
漢
元
年
」

と
い
う
『
三
国
志
』
の
筆
法
か
ら
は
、
彼
が
董
卓
政
権
下
で
仕
官
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る（
十
）
。
だ
が
范
曄
は
、
荀
�
の
仕
官
の
時
期
の

記
述
に
、
霊
帝
治
世
の
年
号
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
「
中
平
」
の
年
号
を
用
い
、
し
か
も
「
董
卓
之
乱
」
と
荀
�
の
亢
父
令
就
任
の
前
後
関
係

を
入
れ
替
え
た
記
述
を
行
っ
た
。
斯
か
る
范
曄
に
よ
る
「
中
平
」
の
年
号
の
用
い
方
の
意
図
は
、
今
は
知
る
べ
く
も
な
い
。
だ
が
結
果
と
し
て

『
後
漢
書
』
荀
�
伝
は
、
荀
�
と
董
卓
の
関
係
を
徹
底
的
に
抹
消
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
斯
く
も
僅
か
な
記
述
の
う
ち
に
す
ら
、『
後
漢
書
』
と
『
三
国
志
』
の
伝
え
る
荀
�
像
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
端
的

に
言
え
ば
、
荀
�
の
初
仕
官
が
董
卓
の
抜
擢
で
あ
る
こ
と
、
荀
�
が
董
卓
政
権
に
仕
え
た
こ
と
を
、
范
曄
が
隠
蔽
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る

の
で
あ
る
。

（
二
）�
献
帝
奉
戴
の
献
策
と
晋
文
公
の
故
事

荀
�
は
そ
の
後
、
袁
紹
に
仕
え
た
が
、
こ
れ
を
見
限
っ
て
曹
操
に
仕
官
し
た
。
さ
す
が
に
『
後
漢
書
』
は
こ
の
事
実
を
抹
消
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
『
後
漢
書
』
は
、
荀
�
が
曹
操
の
臣
で
は
な
く
、
漢
室
の
忠
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
人
物
像
を
提
示
し
て
い
る
。
い

く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

－ 120 －

恵泉女学園大学紀要 第２４号

（ 5 ）



荀
�
が
袁
紹
を
見
限
っ
て
曹
操
に
つ
く
動
機
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
荀
�
伝
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

〔

〕
�
^

�
數
、
見
`
室
#
亂
、
3
懷
匡
佐
之
義
。
時
曹
操
在
東
郡
、
�
聞
操

雄
略
、
而
N
〔
袁
〕
紹
\
不
能
定
大
業
。
初
+
二

年
、
乃
去
紹
從
操
。（
十
一
）

『
三
国
志
』
該
当
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

〔

〕
�
N
〔
袁
〕
紹
\
不
能
S
大
事
。
時
太
)
爲
奮
武
將
軍
、
在
東
郡
。
初
+
二
年
、
�
去
紹
從
太
)
。（
十
二
）

ま
た
、
こ
れ
に
該
当
す
る
事
項
に
関
し
て
、『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
巻
二
十
六
、
初
平
二
年
の
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

〔

〕
�
知
〔
袁
〕
紹
不
能

S
也
、
�
去
紹
歸
曹
操
。（
十
三
）

こ
の
同
一
事
象
を
伝
え
る
三
種
の
記
述
で
着
目
し
た
い
の
は
、
荀
�
が
「
見
#
室
3
亂
、
毎
懷
匡
佐
之
義
」
で
あ
っ
た
と
い
う
『
後
漢
書
』
の

記
述
で
あ
る
。『
三
国
志
』
に
も
『
後
漢
紀
』
に
も
、
こ
の
よ
う
な
荀
�
の
漢
室
輔
佐
の
志
を
記
す
表
現
は
無
い
。
こ
れ
を
『
後
漢
書
』
に
よ

る
水
増
し
記
述
と
断
ず
る
の
は
早
計
で
は
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
他
二
書
と
比
べ
、『
後
漢
書
』
が
荀
�
の
漢
室
へ
の
忠
誠
心
を
強
調

す
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

曹
操
は
そ
の
後
間
も
な
く
、
後
漢
献
帝
を
奉
戴
し
、
有
利
な
地
位
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
曹
操
に
勧
め
た
人
物
こ
そ
が
荀
�
な
の

で
あ
る
が
、
荀
�
が
曹
操
に
天
子
奉
戴
を
勧
め
る
言
葉
を
『
後
漢
書
』
荀
�
伝
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

〔

〕
�
乃
勸
操
曰
、「
昔
晉
p
公
2
�
襄
王
、
而
�
侯
景
從
、
`
高
)
爲
義
l
縞
素
、
而
天
下
歸
心
。
…
…
」（
十
四
）

『
後
漢
書
』
に
よ
る
と
、
荀
�
は
曹
操
に
献
帝
の
奉
戴
を
勧
め
る
際
、
晋
の
文
公
重
耳
が
周
の
襄
王
を
輔
弼
し
た
こ
と
で
諸
侯
の
服
従
を
得
、
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漢
の
高
祖
劉
邦
が
項
羽
に
殺
さ
れ
た
義
帝
の
喪
に
服
し
た
こ
と
で
天
下
の
人
身
を
得
た
、
と
い
う
二
つ
の
先
例
を
引
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
、『
三
国
志
』『
後
漢
紀
』
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

〔

〕
�
勸
太
)
曰
、「
昔
高
)
東
伐
、
爲
義
l
縞
素
、
而
天
下
歸
心
。
…
…
」（
十
五
）
（『
三
国
志
』
荀
�
伝
）

司
馬

�
勸
之
曰
、「
昔
高
)
東
征
、
爲
義
l
縞
素
、
而
天
下
歸
心
。
…
…
」（『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
巻
二
十
九
・
建
安
元
年
。
上
述
の

『
三
国
志
』
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
文
な
た
め
、
訓
読
は
省
略
）

荀
�
の
助
言
自
体
は
『
三
国
志
』
に
も
『
後
漢
紀
』
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
『
後
漢
書
』
の
引
用
で
傍
線
を
付
し
た
、
晋
文
公
に
よ

る
周
王
室
輔
弼
の
故
事
を
引
い
た
部
分
は
、『
三
国
志
』
に
も
『
後
漢
紀
』
に
も
見
え
な
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
晋
文
公
と
漢
高

祖
の
最
大
の
差
異
は
、
臣
下
の
身
分
で
終
わ
っ
た
か
否
か
に
あ
る
。
晋
文
公
は
春
秋
の
五
覇
に
数
え
ら
れ
る
が
、
生
涯
を
周
王
の
臣
下
と
し
て

終
え
た
。
そ
れ
に
対
し
漢
高
祖
は
、
皇
帝
に
即
位
し
大
漢
帝
国
四
百
年
の
礎
を
築
い
た
。『
三
国
志
』『
後
漢
紀
』
は
い
ず
れ
も
『
後
漢
書
』
に

先
行
す
る
書
で
あ
る
。
こ
の
両
書
に
晋
文
公
の
記
述
が
見
え
ぬ
の
に
対
し
、『
後
漢
書
』
に
は
そ
れ
が
見
え
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
こ

の
記
述
は
、
范
曄
が
『
三
国
志
』『
後
漢
紀
』
の
取
材
し
な
い
史
料
に
拠
っ
た
か
、
あ
る
い
は
范
曄
自
身
の
潤
色
で
あ
る
可
能
性
が
疑
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

范
曄
が
斯
か
る
竄
入
を
行
っ
た
理
由
は
、
荀
�
の
漢
室
輔
弼
の
志
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
曹
操
は
荀
�
を
配
下
に
迎
え
る
際
、「
吾
之

子
T
也
」
と
荀
�
を
称
賛
し
た
（『
三
国
志
』
荀
�
伝
）。
子
房
は
劉
邦
の
覇
業
を
助
け
た
張
良
の
字
で
あ
る
。
曹
操
が
荀
�
を
張
良
に
比
し
た

こ
と
は
、
単
な
る
「
お
ま
え
は
張
良
の
よ
う
な
賢
人
だ
」
と
い
う
賛
辞
で
は
な
く
、
曹
操
が
自
ら
を
劉
邦
に
比
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
荀
�
は
、
か
つ
て
の
張
良
の
ご
と
く
、
創
業
の
輔
佐
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
曹
操
に
仕
え
た
荀
�
が
、
献
帝
奉
戴
を

曹
操
に
勧
め
る
際
に
例
示
す
る
先
例
が
劉
邦
の
故
事
の
み
で
あ
っ
た
場
合
、「
荀
�
も
ま
た
自
ら
を
曹
操
の
張
良
と
自
負
し
、
曹
操
が
劉
邦
の

よ
う
に
皇
帝
に
即
位
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
支
持
・
輔
佐
し
た
」
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
事
実
、
荀
�
は
、
官
渡
の
戦
い
の
際
を
は

じ
め
と
し
て
、
曹
操
を
劉
邦
に
比
し
て
激
励
す
る
発
言
を
幾
度
か
行
っ
て
い
る
。
范
曄
に
と
っ
て
荀
�
は
、
こ
の
よ
う
な
曹
操
の
忠
臣
、
ひ
い

て
は
漢
室
に
と
ど
め
を
さ
す
手
助
け
を
す
る
人
物
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
荀
�
が
曹
操
に
献
帝
奉
戴
を
勧
め
た
の
は
、
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あ
く
ま
で
漢
室
を
お
助
け
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
い
う
「
史
実
」
を
書
き
残
す
た
め
に
、
范
曄
は
晋
文
公
の
故
事
を
竄
入
し
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か（
十
六
）
。
中
華
書
局
本
『
三
国
志
』
は
該
当
部
分
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』『
資
治
通
鑑
』
に
従
っ
て
「
昔
晉
p
2
�
襄
王
而
�
侯
景
從
」

の
十
二
字
を
補
う
と
し
て
い
る
が
、
斯
か
る
校
勘
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
荀
�
を
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
北
宋
の
司
馬
光

は
、「
然
則
比
魏
武

高
光
楚
`
m
、
U
氏
之
p
也
。
豈
皆
〔
荀
〕
�
口
A
言
（
十
七
）
」
と
説
く
（『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
六
・
漢
紀
五
十
八
）。

荀
�
が
実
際
に
は
曹
操
を
前
漢
高
祖
や
後
漢
光
武
帝
に
比
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
だ
が
『
後
漢
書
』
の
記
述
を
先
行
書
と
比

較
す
れ
ば
、「
昔
晉
p
2
�
襄
王
而
�
侯
景
從
」
と
い
う
記
述
こ
そ
が
「
U
氏
之
p
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
范
曄
に
と
っ
て
荀
�
は
、
魏
の
臣
で
は
な
く
漢
の
臣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
識
は
、
以
下
の
よ
う
な

記
述
に
も
表
れ
る
。

l

許
、
以
�
爲
侍
中
・
守
'
書
令
。（
十
八
）
（『
後
漢
書
』
荀
�
伝
）

こ
の
人
事
に
つ
い
て
『
三
国
志
』
荀
�
伝
は
、「
天
子
…
…
�
�
爲
`
侍
中
（
天
子
…
…
�
を
�
め
て
`
の
侍
中
と
爲
す
）。」
と
伝
え
て
い
る
。

両
書
の
記
述
の
大
き
な
差
異
は
、「
漢
」
の
字
の
有
無
に
あ
る
。

荀
�
は
『
三
国
志
』
に
お
い
て
、
荀
攸
・
賈

と
同
じ
巻
十
に
列
伝
さ
れ
て
い
る
。
趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
巻
六
・
荀
�
伝
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
こ
れ
は
陳
寿
が
荀
�
を
魏
臣
と
し
て
捉
え
て
い
た
証
左
と
理
解
で
き
る
。
陳
寿
が
「
`
侍
中
」
と
記
載
し
た
の
は
、
魏
臣
で
あ
る
荀
�

が
こ
の
と
き
に
就
任
し
た
の
が
、
魏
で
は
な
く
漢
の
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、
荀
�
を
漢

の
忠
臣
と
理
解
す
る
范
曄
の
『
後
漢
書
』
に
、『
三
国
志
』
と
異
な
り
「
侍
中
」
の
上
に
「
漢
」
の
一
字
が
見
え
な
い
の
は
、
范
曄
に
と
っ
て

「
荀
�
は
魏
臣
で
は
な
く
漢
臣
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
三
）�
荀
�
に
よ
る
曹
操
称
賛
を
省
略

曹
操
の
謀
臣
で
あ
っ
た
荀
�
は
、
し
ば
し
ば
曹
操
の
長
所
を
列
挙
し
て
激
励
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
後
漢
書
』
で
は
、
こ
う
い
っ
た
荀
�

の
曹
操
に
対
す
る
賛
辞
が
意
図
的
に
省
略
さ
れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
箇
所
が
あ
る
。
具
体
例
を
一
つ
見
て
み
よ
う
。
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曹
操
と
袁
紹
の
関
係
が
徐
々
に
険
悪
化
し
て
い
た
時
期
、
曹
操
は
袁
紹
と
戦
端
を
開
く
べ
き
か
荀
�
に
相
談
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
『
後
漢

書
』
荀
�
伝
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

袁
紹
%
>
河
朔
之
地
、

驕
氣
。
而
〔
曹
〕
操
敗

張
H
、
紹
與
操
書
甚
倨
。
操
大
怒
、
欲
先
攻
之
、
而
患
力
不
敵
、
以
謀

�
。
�
量

紹
雖
強
、
\
爲
操
A
制
、
乃
*
先
取
呂
布
、
然
後
圖
紹
、
操
從
之
。（
十
九
）

『
三
国
志
』
荀
�
伝
の
該
当
部
分
は
、
こ
れ
と
比
し
て
非
常
に
長
い
。
長
文
の
た
め
省
略
す
る
が
、『
三
国
志
』
に
は
、
荀
�
に
よ
る
曹
操
・

袁
紹
に
対
す
る
分
析
、
そ
れ
に
対
す
る
曹
操
の
返
事
、
更
に
そ
れ
に
対
す
る
荀
�
の
返
事
が
見
え
る
。『
三
国
志
』
に
お
け
る
荀
�
は
、
曹
操

の
優
れ
て
い
る
点
、
袁
紹
の
劣
っ
て
い
る
点
を
数
多
く
列
挙
し
て
曹
操
を
称
賛
・
激
励
し
て
い
る
。『
後
漢
書
』
は
、
そ
う
い
っ
た
荀
�
の
曹

操
賛
辞
を
総
て
省
略
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）�
荀
�
と
曹
操
と
の
関
係

『
三
国
志
』
は
、
曹
操
が
娘
を
荀
	
（
荀
�
の
長
男
）
に
嫁
が
せ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

太
)
以
女
妻
�
長
子
	
、
後
n
安
陽
公

。（
二
十
）
（『
三
国
志
』
荀
�
伝
）

『
後
漢
書
』
に
は
、
該
当
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。『
後
漢
紀
』
に
も
こ
れ
に
該
当
す
る
部
分
は
無
い
の
で
、『
後
漢
書
』
の
み
の
特
徴
と
断

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
范
曄
の
反
曹
的
筆
致
を
考
え
た
時
、
范
曄
が
曹
操
と
荀
�
の
婚
姻
関
係
を
故
意
に
記
さ

な
か
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
。

こ
の
よ
う
な
荀
�
に
の
み
注
目
し
た
記
述
を
行
っ
た
結
果
、『
後
漢
書
』
荀
�
伝
に
は
年
次
の
齟
齬
す
ら
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
『
後
漢
書
』

荀
�
伝
に
は
、

初
+
二
年
、
乃
去
紹
從
操
。
操
與
語
大
�
、
曰
、「
吾
子
T
也
」。
以
爲
奮
武
司
馬
。
時
年
二
十
九
。
^
年
、
h
爲
操
9
東
司
馬
。（
二
十
一
）
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と
あ
る
。
一
方
、『
三
国
志
』
荀
�
伝
の
該
当
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

（
荀
�
が
曹
操
に
仕
え
て
）
^
年
、
太
)
領
F
州
牧
、
後
爲
9
東
將
軍
、
�
常
以
司
馬
從
。（
二
十
二
）

荀
�
は
、
奮
武
将
軍
で
あ
る
曹
操
の
司
馬
と
な
り
、
曹
操
が
鎮
東
将
軍
と
な
っ
て
も
、
荀
�
は
そ
の
司
馬
の
職
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
『
後

漢
書
』
は
曹
操
の
官
職
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、
あ
く
ま
で
荀
�
に
主
体
を
置
い
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
自
体
は
別
段

問
題
は
無
い
。
だ
が
問
題
は
、
こ
こ
で
年
次
の
齟
齬
が
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
三
国
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
に
よ
る
と
、
曹
操
が
鎮
東
将

軍
と
な
っ
た
の
は
建
安
元
年
（
一
九
六
）
で
あ
り
、『
後
漢
書
』
荀
�
伝
に
あ
る
よ
う
な
、
初
平
二
年
（
一
九
一
）
の
明
年
、
つ
ま
り
一
九
二

年
に
荀
�
が
鎮
東
司
馬
に
な
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
斯
か
る
錯
誤
が
起
こ
っ
た
の
は
、『
三
国
志
』
該
当
部
分
の
「
太
)
領
F
州
牧
、
後
」

に
該
当
す
る
記
述
が
『
後
漢
書
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
范
曄
は
、
曹
操
の
任
官
歴
に
関
す
る
記
述
を
採
録
せ
ず
、
先
行
史
料

か
ら
荀
�
の
任
官
歴
だ
け
つ
な
ぎ
併
せ
て
記
録
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
年
号
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
五
）�
荀
�
の
死

建
安
十
七
年
（
二
一
二
）、
荀
�
は
寿
春
に
お
い
て
亡
く
な
っ
た
。
彼
の
死
に
関
し
て
は
様
々
な
記
録
が
あ
り
、
今
も
な
お
そ
の
真
相
に
つ

い
て
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る（
二
十
三
）
。
こ
こ
で
は
、
荀
�
の
死
に
関
す
る
諸
書
の
記
録
を
簡
単
に
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、『
三
国
志
』『
後
漢
書
』『
後
漢
紀
』
に
お
け
る
荀
�
の
死
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋
す
る
。

①
『
三
国
志
』
荀
�
伝

〔
i
安
〕
十
七
年
、

昭
等
謂
、
太
)
宜
�
r
國
公
、
九
錫
備
物
、
以
彰
殊
勳
、
密
以
諮
�
。
�
以
爲
、「
太
)
本
興
義
兵
以
匡
1
寧
國
、

秉
忠
貞
之
]
、
守
,
讓
之
實
。
君
子
愛
人
以
�
、
不
宜
如
此
。」
太
)
由
是
心
不
能
+
。
會
征
孫
權
、
表
"
�
勞
軍
于
7
、
因
輒
留
�
以

侍
中
光
祿
大
夫
持
f
、
參
丞
相
軍
事
。
太
)
軍
至
濡
須
、
�
疾
留
壽
春
、
以
憂
[
、
時
年
五
十
。
諡
曰
?
侯
。
^
年
、
太
)
�
爲
魏
公

矣
。（
二
十
四
）
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②
『
後
漢
書
』
荀
�
伝

〔
i
安
〕
十
七
年
、

昭
等
欲
共
�
操
r
國
公
、
九
錫
備
物
、
密
以
訪
�
。
�
曰
、「
曹
公
本
興
義
兵
、
以
匡
振
`
1
、
雖
勳
庸
崇
P
、

/
秉
忠
貞
之
f
。
君
子
愛
人
以
�
、
不
宜
如
此
。」
事
�
寢
。
操
心
不
能
+
。
會
南
征
孫
權
、
表
"
�
勞
軍
于
7
、
因
表
留
�
曰
、「
臣
聞
、

古
之
 
將
、
上
設
監
督
之
重
、
下
i
副
二
之
任
、
A
以
�
嚴
國
命
、
謀
而
鮮
�
m
也
。
臣
今
當
濟
江
、
奉
辭
伐
罪
、
宜

大
使
肅
將
王
命
。

p
武
O
用
、
自
古

之
。
Z
持
f
・
侍
中
・
守
'
書
令
・
萬
6
亭
侯
�
、
國
之
望
臣
、
�
洽
E

、
%
停
軍
A
!
、
�
宜
與
臣
倶
�
、
宣

示
國
命
、
威
懷
醜

。
軍
禮
'
Y
、
不

先
"
、
臣
輒
留
�
、
依
以
爲
重
。」
書
奏
、
l
從
之
、
�
以
�
爲
侍
中
、
光
祿
大
夫
、
持
f
、

參
丞
相
軍
事
。
至
濡
須
、
�
病
留
壽
春
、
操
饋
之
c
、
發
�
、
乃
空
�
也
、

是
飮
藥
而
卒
。
時
年
五
十
。
l
哀
惜
之
、
)
日
爲
之
廢
讌

樂
。
謚
曰
?
侯
。
^
年
、
操
�
n
魏
公
云
。（
二
十
五
）

③
『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
巻
三
十
・
建
安
十
七
年

〔
i
安
十
七
年
〕
@
十
d
、
曹
操
征
孫
權
。
侍
中
・
'
書
令
M旬
�
勞
軍

7
。
初
、

昭
等
謂
曹
操
宜
�
r
郡
公
、
九
錫
備
物
、
以
彰
殊

勳
、
密
以
語
�
。
�
曰
、「
曹
公
本
興
義
兵
、
以
匡
1
寧
國
、
秉
忠
貞
之
]
、
守
,
讓
之
實
。
君
之
愛
人
以
�
、
不
宜
如
此
。」
操
由
是
心

不
+
之
。
是
行
也
、
操
"
�
勞
軍
、
因
留
�
以
侍
中
、
光
祿
大
夫
持
f
監
丞
相
軍
事
。
!
壽
春
、
�
以
憂
死
。（
二
十
六
）

引
用
が
長
文
と
な
っ
た
が
、
荀
�
の
死
に
至
る
経
緯
は
、『
三
国
志
』『
後
漢
書
』『
後
漢
紀
』
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
一
で
、
概
略
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。建

安
十
七
年
（
二
一
二
）、
董
昭
が
荀
�
を
訪
問
し
、
曹
操
の
爵
を
魏
公
に
進
め
九
錫
を
賜
う
べ
き
だ
と
の
意
見
を
述
べ
た
。
す
る
と

荀
�
は
「
曹
公
が
義
兵
を
興
し
た
の
は
漢
室
を
お
助
け
す
る
た
め
で
あ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
は
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
反
対
し
、
こ
れ
が
曹

操
の
不
興
を
買
っ
た
。
間
も
な
く
曹
操
は
孫
権
討
伐
の
軍
を
起
こ
す
が
、
そ
の
際
曹
操
は
荀
�
に
軍
の
慰
労
を
命
じ
、
荀
�
は
寿
春
に
お

い
て
亡
く
な
っ
た
。（
二
十
七
）

た
だ
し
、
概
略
こ
そ
同
一
だ
が
、
上
記
三
書
の
中
で
『
後
漢
書
』
の
記
述
は
、
他
二
書
に
は
無
い
特
徴
が
大
き
く
四
つ
あ
る
。
一
つ
め
は
、
荀

�
の
反
対
に
よ
っ
て
曹
操
の
魏
公
就
任
と
九
錫
下
賜
が
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
と
明
記
し
て
あ
る
点
で
あ
る
。
曹
操
へ
の
九
錫
授
与
運
動
に
つ
い
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て
『
後
漢
書
』
は
、
荀
�
の
反
対
に
よ
っ
て
「
事
�
寢
」
と
断
言
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
と
き
の
曹
操
の
魏
公
就
任
は
荀
�
の
反
対
で
先
送

り
と
な
っ
た
こ
と
を
『
三
国
志
』
も
遠
回
し
に
表
現
し
て
い
る
が（
二
十
八
）
、『
後
漢
書
』
は
、
荀
�
の
反
対
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を

強
調
す
る
筆
致
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
曹
操
が
荀
�
に
軍
の
慰
労
を
さ
せ
た
い
と
献
帝
に
願
い
出
た
上
表
文
を
『
後
漢
書
』
の
み
が
採
録
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
斯
か

る
上
表
文
が
范
曄
の
偽
作
と
は
考
え
が
た
い
た
め
、
彼
が
『
三
国
志
』
な
ど
の
参
照
し
な
い
史
料
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
「
軍
禮
'
Y
、
不

先
"
」
の
部
分
で
あ
る
。
范
曄
は
、
こ
の
上
奏
文
を
収
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
操
が
献
帝
の
許
可

を
得
ず
に
荀
�
を
軍
の
慰
労
に
駆
り
出
し
た
こ
と
、
献
帝
は
事
後
承
諾
を
迫
ら
れ
た
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
三
つ
め
に
し
て
最
大
の
差
異
は
、
荀
�
の
死
に
関
す
る
表
現
で
あ
る
。『
三
国
志
』
は
荀
�
の
死
を
「
以
憂
薨
」
と
し
、『
後
漢
紀
』

は
「
�
以
憂
死
」
と
す
る
。
こ
の
二
書
の
表
現
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
『
後
漢
書
』
は
、「
曹
操
が
荀
�
に
空
の
器
を
送
り
、
荀

�
は
服
毒
死
し
た
」
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
『
後
漢
書
』
の
表
現
は
、『
後
漢
書
』
に
先
行
す
る
文
献
『
魏
氏
春
秋
』
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
文

と
な
っ
て
い
る（
二
十
九
）
。
裴
松
之
は
荀
�
の
死
に
関
す
る
諸
説
を
『
三
国
志
』
荀
�
伝
に
注
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、『
魏
氏
春
秋
』
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
表
現
が
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、『
魏
氏
春
秋
』
が
『
後
漢
書
』
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
に
、
恐
ら
く
范
曄
は
、
荀
�

の
死
に
関
し
て
記
録
の
あ
る
先
行
諸
書
の
う
ち
、
荀
�
と
曹
操
の
関
係
を
最
も
険
悪
に
伝
え
る
『
魏
氏
春
秋
』（
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
先

行
書
）
の
記
述
を
選
ん
で
『
後
漢
書
』
に
採
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
つ
め
は
、『
後
漢
書
』
の
み
「
l
哀
惜
之
、
)
日
爲
之
廢
讌
樂
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
献
帝
が
荀
�
の
死
を
惜
し
ん
だ
」

と
い
う
こ
の
記
述
は
、『
三
国
志
』『
後
漢
紀
』
い
ず
れ
に
も
見
え
な
い
。
范
曄
は
、
荀
�
が
自
殺
で
あ
る
と
明
記
し
た
上
で
、
献
帝
が
荀
�
の

死
を
惜
し
み
、
重
大
事
と
受
け
止
め
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
四
点
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
魏
の
始
祖
・
曹
操
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
、
漢
の
皇
帝
に
哀
惜
さ
れ
た
「
漢
臣
」
と
し
て
の

荀
�
像
が
、『
後
漢
書
』
に
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
三
国
志
』『
後
漢
紀
』
そ
し
て
『
後
漢
書
』
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
記
述
が
事
実
に
近
い
か

は
、
今
と
な
っ
て
は
俄
か
に
は
断
じ
難
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、『
後
漢
書
』
の
荀
�
は
、『
三
国
志
』
や
『
後
漢
紀
』
よ
り
も

「
漢
の
忠
臣
」
と
し
て
の
側
面
が
遙
か
に
強
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
六
）�
荀
�
に
対
す
る
評
価

范
曄
の
荀
�
描
写
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
彼
が
荀
�
に
与
え
た
総
合
評
価
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。『
後
漢
書
』
列
伝
六
十
・
荀
�
伝
の

論
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

論
曰
、「
自
;
l
西
京
、
山
東

沸
、
天
下
之
命
倒
縣
矣
。
M旬
君
乃
越
河
・
冀
、
�
關
以
從
曹
氏
。
察
其
定
擧
措
、
立
言
策
、
崇
^
王
略
、

以
X
國
艱
、
豈
云
因
亂
假
義
、
以
就
Q
正
之
謀
乎
。
]
仁
爲
己
任
、
期
J予
民

倉
卒
也
。

阻

昭
之
議
、
以
致
非
命
、
豈
數
也
夫
。
世

言
M旬
君
m
、
-
塞
或
�
矣
。
常
以
爲
、
中
賢
以
下
、
&
無
求
備
、
智
o

A
:
踈
、
原
始
未
必

末
。
斯
理
之
不
可

詰
m
也
。
夫
以
衞

賜
之
賢
、
一
*
而
斃
兩
國
。
彼
非
j

仁
而
欲
之
。
蓋

必

喪
也
。
斯
h
功
之
不
>
m
也
。
方
時
0
之
屯

、
非
雄
才
無
以
濟
其
C
、

功
高

彊
、
則
皇
�
自
移
矣
。
此
h
時
之
不
可
O
也
。
蓋
取
其
歸
正
而
已
、
亦
殺
身
以
S
仁
之
義
也
。」（
三
十
）

范
曄
は
、「
荀
�
は
仁
を
自
ら
の
任
と
見
な
し
て
お
り
、（
曹
操
の
輔
佐
か
ら
漢
室
へ
の
尽
忠
と
い
う
）
正
し
き
に
戻
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
我
が
身
を
殺
し
て
仁
を
成
就
し
た
と
い
う
義
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
に
存
在
し
た
「
荀
�
は
曹
操
に
仕
え
た
こ
と
で
漢
室

衰
亡
を
加
速
さ
せ
た
」
と
す
る
世
間
の
荀
�
評（
三
十
一
）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
范
曄
は
あ
く
ま
で
、
荀
�
を
漢
室
に
殉
じ
た
偉
人

と
し
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
范
曄
は
、『
後
漢
書
』
列
伝
六
十
を
締
め
括
る
「
賛
」
に
て
荀
�
を
こ
う
評
す
る
。

贊
曰
、
…
…
�
之

弼
、
]
感
國
疾
。
功
申
0
改
、
迹
疑
心
一
。（
三
十
二
）

「
荀
�
が
曹
操
を
輔
弼
し
た
の
は
、
国
す
な
わ
ち
漢
朝
の
危
機
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
荀
�
は
功
績
を
挙
げ
た
が
天
命
は
漢
か
ら
魏
へ

と
移
っ
た
。
荀
�
の
事
績
に
は
（
本
当
に
漢
の
忠
臣
な
の
か
）
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
彼
の
心
は
（
漢
室
輔
弼
と
い
う
）
た
だ
一
つ
の

み
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
徹
底
的
な
荀
�
弁
護
で
あ
る
。
荀
�
の
真
意
や
そ
の
死
の
真
相
に
対
す
る
研
究
は
、
本
論
の
任
で
は
な
い
。
だ
が
、

范
曄
が
荀
�
の
「
漢
の
忠
臣
」
と
い
う
側
面
を
先
行
書
よ
り
も
強
化
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

斯
か
る
范
曄
の
荀
�
評
は
、
後
世
に
絶
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
北
宋
の
司
馬
光
は
、「
管
仲
が
斉
の
桓
公
に
仕
え
た
の
は
、
民
を
救
う
た

め
で
あ
っ
た
。
荀
�
も
民
を
救
う
た
め
に
仕
え
る
べ
き
は
曹
操
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
管
仲
は
、
旧
主
の
た
め
に
死
な
な
か
っ
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た
の
に
、
荀
�
は
漢
室
の
為
に
死
ん
だ
。
そ
の
仁
は
管
仲
を
も
超
え
る
」
と
荀
�
を
絶
賛
し
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
六
）。
ま
た
趙
翼
は
、

范
曄
の
荀
�
評
を
引
用
し
、「「
亦
殺
身
以
S
仁
之
義
」、
此
實
+
心
之
論
也
（「
亦
た
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
の
義
」、
此
れ
実
に
平
心
の

論
な
り
）」
と
讃
え
て
い
る
（『
廿
二
史
箚
記
』
巻
六
・
荀
�
伝
）。
い
ず
れ
も
、『
後
漢
書
』
の
荀
�
評
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
こ
と
が

見
て
と
れ
る
。
後
世
に
お
け
る
荀
�
の
人
物
像
は
、『
三
国
志
』
よ
り
も
『
後
漢
書
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二
�
范
曄
の
三
国
論

『
後
漢
書
』
の
荀
�
描
写
か
ら
は
、
范
曄
の
反
曹
・
尊
漢
の
姿
勢
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
。
で
は
范
曄
は
、
三
国
時
代
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
見
解
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）�
曹
魏
へ
の
「
筆
誅
」

荀
�
描
写
以
外
か
ら
も
、
范
曄
の
反
曹
思
想
は
数
多
く
看
取
で
き
る
。
本
論
の
関
心
か
ら
は
以
下
の
点
を
挙
げ
て
お
く
。

『
後
漢
書
』
で
は
、
曹
操
が
冀
州
牧
に
就
任
し
た
こ
と
を
、

〔
i
安
〕
九
年
秋
八
d
戊
寅
、
曹
操
大
破
袁
'
、
+
冀
州
、
自
領
冀
州
牧
。（
三
十
三
）
（『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
紀
）

と
記
す
。
こ
れ
を
、『
三
国
志
』
や
『
後
漢
紀
』
の
記
述
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

〔
i
安
九
年
〕
九
d
、
…
…
天
子
以
公
領
冀
州
牧
、
公
讓
4
F
州
。（
三
十
四
）
（『
三
国
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
）

戊
辰
、
以
司
空
曹
操
領
冀
州
牧
。（
三
十
五
）
（『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
巻
二
十
九
・
建
安
九
年
）

上
記
三
者
の
う
ち
、『
三
国
志
』
と
『
後
漢
紀
』
は
い
ず
れ
も
、
天
子
す
な
わ
ち
献
帝
が
曹
操
を
冀
州
牧
に
任
命
し
た
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
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い
る
。
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、『
後
漢
書
』
は
「
曹
操
が
自
分
か
ら
勝
手
に
冀
州
牧
と
な
っ
た
」
と
い
う
筆
致
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
曹
操
の
専
横
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
曹
操
の
録
尚
書
事
就
任
、
司
空
就
任
、
丞
相
就
任
、
魏
公
就
任
、
魏

王
就
任
に
関
し
て
も
見
ら
れ
る（
三
十
六
）
。
い
ず
れ
の
事
例
で
も
、『
三
国
志
』『
後
漢
紀
』
で
は
漢
朝
の
命
令
に
よ
っ
て
曹
操
が
爵
位
を
進
め
た

体
裁
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
後
漢
書
』
で
は
「
自
ら
爵
位
を
進
め
た
」
と
記
す
こ
と
に
よ
り
、
曹
操
の
専
横
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。同

様
に
し
て
、
曹
操
の
子
・
曹
丕
の
皇
帝
即
位
に
関
す
る
記
述
も
比
較
し
て
み
よ
う
。

`
l
以
衆
望
在
魏
、
乃
召
群
公
�
士
、
告
祠
高
a
。
Z
>
御
U
大
夫
張
s
持
f
奉
璽
綬
禪
位
。（
三
十
七
）
（
『
三
国
志
』
巻
二
・
文
帝
本
紀
）

〔
G
康
元
年
〕
@
十
d
乙
卯
、
詔
曰
、「
…
…
。」
乃
.
宗
a
、
Z
御
U
大
夫
張
s
奉
皇
l
璽
綬
、
禪
位
于
魏
王
曰
、「
…
…
。」
…
…
庚
午
、

魏
王
(
皇
l
位
、
改
年
曰
�
初
。（
三
十
八
）
（『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
巻
三
十
）

〔
G
康
元
年
〕
@
十
d
乙
卯
、
皇
l
L
位
、
魏
王
〔
曹
〕
丕
n
天
子
。
奉
l
爲
山
陽
公
。（
三
十
九
）
（『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
本
紀
）

『
三
国
志
』
は
「
人
望
が
魏
に
あ
る
の
で
、
献
帝
が
曹
丕
に
禅
譲
し
た
」
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
『
後
漢
紀
』
で
は
、「
人
望
が
魏
に
あ
っ
た
」

云
々
の
記
述
は
無
く
、「
献
帝
が
曹
丕
に
禅
譲
し
、
そ
れ
を
受
け
た
曹
丕
が
帝
位
に
即
い
て
改
元
し
た
」
と
の
み
記
す
。
そ
し
て
『
後
漢
書
』

は
、「
献
帝
が
曹
丕
に
禅
譲
し
、
曹
丕
は
皇
帝
を
名
乗
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
三
書
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
成
書
順
に
曹
魏
の
扱
い
が
悪
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
後
漢
書
』
が
「
天
子
に
即
位
す
」
で
は
な
く
「
天
子
を
称
す
」
と
い
う
表
現
を
採
っ
た
こ
と
は
、「
曹
丕
は
勝

手
に
天
子
と
名
乗
っ
た
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
趙
翼
は
、
以
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
『
後
漢
書
』
に
見

え
る
曹
魏
描
写
を
「
此
U
家
正
法
也
（
此
れ
U
家
の
正
法
な
り
）」
と
評
し
て
い
る
（『
廿
二
史
箚
記
』
巻
六
・
後
漢
書
三
国
志
書
法
不
同
処
）。

趙
翼
は
言
わ
ば
、
曹
操
・
曹
丕
に
関
す
る
記
述
に
、
范
曄
の
「
筆
誅
」
の
姿
勢
を
看
取
し
た
と
言
え
よ
う
。
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（
二
）�「
天
下
遂
に
三
分
せ
り
」

趙
翼
の
指
摘
は
当
を
得
た
も
の
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
斯
か
る
范
曄
の
「
筆
誅
」
が
及
ぶ
先
は
、
曹

操
・
曹
丕
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
は
、
劉
備
の
漢
中
王
即
位
を
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

〔
i
安
二
十
四
年
〕
秋
七
d
庚
子
、
劉
備
自
n
`
中
王
。（
四
十
）
（『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
紀
）

曹
操
の
専
横
を
強
調
す
る
の
と
全
く
同
じ
表
現
が
発
見
で
き
る
。
范
曄
に
し
て
み
れ
ば
、
劉
備
の
漢
中
王
即
位
も
ま
た
、
曹
操
の
魏
王
即
位
と

同
様
、
自
称
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

范
曄
は
、
曹
丕
・
劉
備
・
孫
権
の
皇
帝
即
位
に
対
し
て
同
様
の
姿
勢
を
示
す
。
前
掲
の
引
用
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
わ
か
り
や
す
く

す
る
た
め
、
ま
と
め
て
引
用
し
て
み
よ
う
。

〔
i
安
〕
二
十
五
年
…
…
三
月
、
改
元
延
康
。
@
十
d
乙
卯
、
皇
l
L
位
、
魏
王
丕
n
天
子
。
…
…
^
年
、
劉
備
n
l
于
蜀
、
孫
權
亦
自

王

V
。

是
天
下
�
三
分
矣
。（
四
十
一
）
（『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
紀
）

曹
丕
は
「
天
子
を
称
」
し
、
劉
備
は
「
帝
を
称
」
し
、
孫
権
は
「
自
ら
王
と
な
っ
た
」、
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
時
代
は
少
し
遡
る
が
、

皇
帝
僭
称
者
と
し
て
名
高
い
袁
術
に
関
し
て
も
、
范
曄
は
「〔
i
安
〕
二
年
春
、
袁
R
自
n
天
子
」
と
表
記
し
て
い
る
（『
後
漢
書
』
本
紀
九
・

献
帝
紀
）。
曹
丕
や
劉
備
の
即
位
は
「
自
」
の
字
が
無
い
ぶ
ん
、
袁
術
よ
り
は
ま
と
も
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
も
読
め
る
が
、
そ
れ
で
も
范

曄
が
彼
ら
の
即
位
を
一
律
に
「
自
称
」
に
過
ぎ
ぬ
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
、『
後
漢
書
』
が
、
後
漢
の
全
十
四
名
の
皇
帝
の
即
位
に
つ
い
て
、

総
て
「
(
皇
l
位
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る（
四
十
二
）
こ
と
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
曹
魏
に
対
し
批
判
的
な
范
曄
で
は
あ
る
が
、
か
と
言
っ
て
彼
は
、
蜀
漢
や
孫
呉
に
対
し
て
贔
屓
的
な
わ
け

で
も
な
い
。
三
国
い
ず
れ
に
対
し
て
も
公
平
と
い
え
ば
公
平
な
態
度
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
陳
寿
の
『
三
国
志
』
が
祖
国
蜀
漢
に
対
し
好
意

的
な
著
述
を
行
っ
た
こ
と
や
、
袁
宏
の
『
後
漢
紀
』
が
劉
備
の
即
位
を
以
て
同
書
を
締
め
括
っ
て
い
る
こ
と（
四
十
三
）
と
比
べ
た
と
き
、
大
き
な

特
色
と
言
え
よ
う
。
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范
曄
の
三
国
観
は
、
前
掲
の
「

是
天
下
�
三
分
矣
」
と
い
う
表
現
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
范
曄
に
と
っ
て
は
曹
操
・
曹
丕
も
劉
備
も
孫
権

も
、
い
ず
れ
も
天
下
を
分
裂
に
導
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
同
列
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）�
范
曄
の
三
国
正
統
論

范
曄
は
、
強
い
反
曹
主
義
者
で
は
あ
っ
た
が
、
漢
が
滅
び
、
魏
が
そ
れ
を
（
強
引
に
で
は
あ
る
が
）
継
承
し
た
と
い
う
事
実
は
事
実
と
し
て

受
け
入
れ
た
。
そ
れ
は
前
述
の
「
皇
帝
遜
位
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
直
後
に
あ
る
献
帝
の
死
亡
記
事
に
は
「
魏
�

龍
二
年
三
d
庚
寅
、
山
陽
公
[
。
自
L
至
[
、
十

四
年
、
年
五
十
四
。
諡
孝
獻
皇
l
。
八
d
壬
申
、
以
`
天
子
禮
儀
D
于
禪
陵（
四
十
四
）
」
と

あ
る
。
劉
協
が
皇
帝
と
し
て
の
諡
号
を
贈
ら
れ
た
こ
と
、
漢
の
天
子
の
礼
で
葬
ら
れ
た
と
は
あ
る
も
の
の
、
天
子
の
死
亡
を
示
す
「
崩
」
で
は

な
く
諸
侯
の
死
を
示
す
「
薨
」
の
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
范
曄
の
観
念
が
明
確
に
見
て
取
れ
る（
四
十
五
）
。

ま
た
范
曄
は
、『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
本
紀
の
論
と
賛
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

論
曰
、
傳
n
「
鼎
之
爲
�
、
雖
小
而
重
。」
故
�
之
A
寶
、
不
可
奪
移
。
至
令
8
而
趨
m
、
此
亦
窮
0
之
歸
乎
。
天
厭
`
�
久
矣
、
山
陽

其
何
誅
焉
。（
四
十
六
）

贊
曰
、
獻
生
不
辰
、
身
播
國
屯
。
終
我
四
百
、
永
作
e
賓
。（
四
十
七
）

「
論
」
に
お
い
て
は
、「
漢
室
の
鼎
（
王
朝
の
徳
の
象
徴
）
は
、
本
来
は
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
曹
魏
が
背
負
っ
て
走
り
去
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
漢
室
の
命
数
が
尽
き
た
帰
結
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
い
、
ま
た
「
賛
」
に
お
い
て
は
、「
漢
は
四
百
年
の
命
数
を
終
え
、
献

帝
は
永
遠
に
虞
舜
の
賓
客
と
な
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
曹
魏
は
自
ら
を
舜
の
末
裔
と
し
、
漢
が
堯
の
末
裔
だ
と
い
う
伝
承
を
利
用
し
て
、
漢

魏
禅
譲
革
命
を
堯
舜
の
禅
譲
に
比
し
て
自
ら
を
正
当
化
し
た
と
い
う（
四
十
八
）
。
と
な
れ
ば
、
范
曄
が
献
帝
を
「
虞
の
賓
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

曹
魏
の
主
張
す
る
漢
魏
革
命
の
論
理
を
是
認
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
范
曄
は
、
漢
か
ら
魏
へ
の
禅
譲
を
堯
舜

の
禅
譲
に
比
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
范
曄
は
、
徹
底
し
た
反
曹
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
筆
法
の
上
か
ら
は
、
漢
か
ら
魏
へ
の

禅
譲
を
不
承
不
承
な
が
ら
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
『
後
漢
書
』
献
帝
本
紀
は
、
漢
魏
間
の
禅
譲
に
続
け
て
、
劉
備
・
孫
権
の
動
き
に
ま
で
言
及
し
、「
天
下
三
分
」
を
強
調
す
る
。
范
曄
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に
と
っ
て
漢
王
朝
の
次
の
時
代
は
、
曹
魏
王
朝
の
時
代
で
は
な
く
、
天
下
三
分
の
時
代
な
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
范
曄
は
、
漢
魏
革
命

に
対
し
て
は
一
定
の
妥
当
性
を
認
め
た
も
の
の
、
天
下
は
三
分
割
さ
れ
た
と
明
記
す
る
こ
と
で
、
決
し
て
曹
魏
の
天
下
を
認
め
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
斯
か
る
范
曄
の
主
張
か
ら
は
、
欧
陽
脩
の
説
い
た
「
正
統
」
の
定
義
が
想
起
さ
れ
る
。
欧
陽
脩
は
、「
正
」（
天
下
の
不
正
を
正
す
）
に

し
て
「
統
」（
天
下
を
統
一
す
る
）
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
正
統
」
た
り
得
る
と
説
き
、「
曹
魏
は
天
下
を
統
一
し
て
い
な
い
が
、
漢
・
魏
・
晋

の
継
承
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
魏
を
「
正
」
と
す
る
の
に
疑
問
は
無
い
」
と
論
じ
、
曹
魏
を
正
統
と
し
た
（
欧
陽
脩
「
明
正
統
論
」「
魏
論
」）。

後
に
欧
陽
脩
は
こ
の
説
を
撤
回
す
る
が
、
范
曄
の
曹
魏
評
価
は
、
漢
魏
の
継
承
関
係
を
認
め
つ
つ
も
天
下
三
分
の
事
実
を
強
調
す
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
欧
陽
脩
の
正
統
論
と
の
共
通
性
が
見
い
だ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
范
曄
の
生
き
て
い
た
時
期
に
「
正
統
」
の
概
念
は
確
立
し
て
い
な

い
し
、
そ
も
そ
も
范
曄
が
こ
こ
ま
で
意
図
し
て
論
を
展
開
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
後
世
の
正
統
論
に
お
け
る
主
要
論
点
が
、『
後
漢
書
』

の
段
階
で
既
に
政
権
の
合
法
性
を
検
証
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
大
変
に
興
味
深
い
。

ま
た
、
范
曄
が
「
天
下
三
分
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
興
味
を
覚
え
る
。
単
に
『
三
国
志
』
の
説
く
天
下
三
分
の
概
念
が
范
曄

の
時
代
に
は
常
識
化
し
て
い
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
増
井
経
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
情
勢
を
「
天
下
三
分
」
と
表
記
す
る
の
は
、

曹
魏
の
天
下
を
認
め
な
い
蜀
漢
側
の
言
い
分
で
あ
っ
た（
四
十
九
）
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
を
「
天
下
三
分
」
と
表
現
し
た
代
表
例
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
諸
�
亮
の
「
出
師
の
表
」
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
范
曄
が
劉
備
や
蜀
漢
に
対
し
同
情
的
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
き
節
は
見
出
し
難
い

が
、
范
曄
が
曹
魏
の
天
下
を
否
定
す
る
た
め
に
用
い
た
の
が
、
蜀
漢
の
丞
相
に
よ
る
「
天
下
は
三
分
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
彼
の
三
国
時
代
評
価
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
こ
の
こ
と
か
ら
范
曄
が
蜀
漢
に
正
統
を
認
め
て
い
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
天
下
三
分
」
と
い
う
認
識
が
曹
魏
側
に
も
あ
っ
た
と
い
う
史
料
も
あ
る（
五
十
）
が
、
あ
る
い
は
范
曄
も
ま
た

「
出
師
の
表
」
に
感
銘
を
受
け
、
諸
�
亮
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

范
曄
の
三
国
観
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
。『
後
漢
書
』
の
荀
�
描
写
か
ら
は
、
荀
�
を
「
漢
の
忠
臣
」
と
し
て
描
き
出
さ
ん
と
す
る
范
曄

の
反
曹
的
意
図
が
色
濃
く
看
取
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
范
曄
の
反
曹
的
筆
致
は
、
後
世
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。

范
曄
が
反
曹
主
義
者
で
あ
り
、
漢
室
を
尊
崇
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
彼
の
三
国
論
は
、「
天
下
三
分
」
に
よ
っ
て
漢
は
終
焉
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を
迎
え
た
、
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、
三
国
い
ず
れ
に
与
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
范
曄
に
と
っ
て
は
曹
丕
も
劉
備
も
、
自
称
皇
帝

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
同
列
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
三
国
論
の
中
に
、
欧
陽
脩
の
説
く
「
正
統
」
の
概
念
と
の
共
通
点
が

見
い
だ
せ
る
こ
と
も
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

む
ろ
ん
、
本
論
の
検
討
し
た
範
囲
は
『
後
漢
書
』
全
体
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
『
後
漢
書
』『
三
国
志
』
の
全
面
的
な
比
較
検

討
の
作
業
を
進
め
、
よ
り
同
書
の
全
体
的
性
格
に
迫
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（
一
）
弘
文
堂
、
一
九
四
九
年
。
本
論
で
は
平
凡
社
よ
り
一
九
九
二
年
刊
行
の
も
の
（
全
二
冊
、
東
洋
文
庫
五
五
七
、
五
五
九
所
収
）
を
用
い
る
。

（
二
）
筆
者
も
以
前
、
同
書
の
筆
法
に
看
取
で
き
る
反
曹
的
性
格
の
具
体
例
を
挙
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
渡
邉
義
浩
・
田
中
靖
彦
『
全
訳
後
漢
書
』
列
伝
六
（
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（
三
）
た
と
え
ば
、
沈
伯
俊
『
三
国
演
義
辞
典
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
九
年
。
の
ち
『
三
国
演
義
大
辞
典
』
と
し
て
、
中
華
書
局
よ
り
二
〇
〇
七
年
発
行
）。

（
四
）
荀
�
を
中
心
と
し
た
潁
川
荀
氏
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
兌
子
「
荀
�
の
生
涯
―
一
清
流
士
大
夫
の
生
き
方
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
二
十

周
年
記
念
論
集
』
名
古
屋
大
学
文
学
部
、
一
九
六
九
年
）、
同
「
魏
晋
時
代
の
名
族
―
荀
氏
の
人
々
に
つ
い
て
―
」（『
中
国
中
世
史
研
究
』
東
海
大
学
出
版

会
、
一
九
七
〇
年
）
を
参
照
。

（
五
）
本
論
で
は
、『
三
国
志
』『
後
漢
書
』
と
も
に
、
台
湾
商
務
印
書
館
発
行
の
百
衲
本
二
十
四
史
を
底
本
と
し
て
用
い
る
。

（
六
）
中
+
六
年
、
孝
b
に
擧
げ
ら
れ
、
再
び
;
り
て
亢
q
令
た
り
。

卓
の
亂
に
、
官
を
弃
て
て
�
里
に
歸
る
。

（
七
）
永
`
元
年
、
孝
b
に
擧
げ
ら
れ
、
守
宮
令
を
拜
す
。

卓
の
亂
に
、
補
$
に
出
で
ん
こ
と
を
求
め
、
亢
q
令
に
除
せ
ら
る
。
�
に
官
を
棄
て
て
歸
る
。

（
八
）『
三
国
志
』
荀
�
伝
注
『
典
略
』
に
見
え
る
。
裴
松
之
は
こ
の
記
事
を
引
用
し
た
上
で
、
そ
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
「
こ
の
縁
談
は
荀
�
の
年
齢
的
に
有

り
得
ず
、
し
か
も
荀
�
の
父
荀

ほ
ど
の
人
物
が
こ
の
よ
う
な
縁
談
を
考
え
る
は
ず
が
な
い
」
と
強
く
否
定
し
て
い
る
。

（
九
）
厳
耕
望
『
両
漢
太
守
刺
史
表
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
四
八
年
）
に
よ
る
と
、
中
平
年
間
の
潁
川
太
守
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
南
陽
文
□
・
東
郡
王

・
南
陽
曹
□
・
河
南

拂
・
○
○
史
祈
だ
と
い
う
。
中
平
六
年
、
あ
る
い
は
永
漢
元
年
の
太
守
、
す
な
わ
ち
荀
�
を
孝
廉
に
推
挙
し
た
の
が
誰
か
は
、

明
ら
か
に
し
難
い
。

（
十
）
た
だ
し
『
三
国
志
』
も
、
荀
�
の
守
宮
令
就
任
を
「
董
卓
之
乱
」
の
前
と
記
す
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
荀
�
と
董
卓
の
関
係
が
薄
く
な
る
よ
う
努
め
て

い
る
と
思
し
き
節
が
あ
る
。
范
曄
の
筆
致
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
強
化
し
た
の
で
あ
る
。

（
十
一
）
�
^
に
し
て
�
數

り
、
`
室
の
#
亂
す
る
を
見
、
3
に
匡
佐
の
義
を
懷
く
。
時
に
曹
操
は
東
郡
に
在
り
。
�
操
に
雄
略

る
と
聞
き
て
、
紹
の
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�
�

は
か

\
に
大
業
を
定
む
る
能
は
ざ
る
を
N
る
。
初
+
二
年
、
乃
ち
紹
を
去
り
て
操
に
從
ふ
。

（
十
二
）
�
紹
の
\
に
大
事
を
S
す
能
は
ざ
る
を
N
る
。
時
に
太
)
奮
武
將
軍
爲
り
て
、
東
郡
に
在
り
。
初
+
二
年
、
�
紹
を
去
り
て
太
)
に
從
ふ
。

（
十
三
）
�
紹
の
S

る
能
は
ざ
る
を
知
り
、
�
に
紹
を
去
り
て
曹
操
に
歸
す
。

か
げ

（
十
四
）
�
乃
ち
操
に
勸
め
て
曰
く
、「
昔
晉
の
p
公
は
�
の
襄
王
を
2
れ
、
而
し
て
�
侯
は
景
の
ご
と
く
從
ひ
、
`
の
高
)
は
義
l
の
爲
に
縞
素
し
、
而
し

て
天
下
は
心
を
歸
す
。
…
…
」
と
。

（
十
五
）
�
太
)
に
勸
め
て
曰
く
、「
昔

高
)
東
伐
す
る
に
、
義
l
の
爲
に
縞
素
し
、
而
し
て
天
下
心
を
歸
す
。
…
…
」
と
。

（
十
六
）
後
世
に
お
け
る
同
部
分
の
扱
い
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
代
表
的
な
事
例
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

『
太
平
御
覧
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
引
用
が
見
ら
れ
る
。

『
魏
志
』
曰
、

�
字
p
k
、
…
…
擧
孝
b
、
;
亢
q
令
。
以

卓
之
亂
、
弃
官
、
歸
太
)
。
太
)
�
曰
、「
吾
子
T
也
。」
以
爲
司
馬
。
時
年
二
十
九
。

後
太
)
破
�
巾
、
`
獻
l
自
河
東
4
洛
陽
、
�
勸
太
)
曰
、「
晉
p
2
�
襄
王
、
而
�
侯
願
從
。
`
高
爲
義
l
縞
素
、
天
下
歸
心
。（『
太
平
御
覧
』
巻
四
百

四
十
九
・
人
事
部
九
十
・
権
謀
中
。
訓
読
は
省
略
）

『
太
平
御
覧
』
の
引
用
は
「
魏
志
」
則
ち
『
三
国
志
』
魏
書
か
ら
の
引
用
と
し
て
上
述
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
が
、
百
衲
本
『
三
国
志
』
と
異
な
り
、
荀
�
が

曹
操
に
対
し
晋
文
公
を
先
例
と
し
て
挙
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
『
太
平
御
覧
』
の
抄
録
は
、『
魏
志
』
を
出
典
と
し
な
が
ら
、
全
体
的
に
ほ

ぼ
現
行
の
『
後
漢
書
』
と
同
文
で
あ
り
、『
三
国
志
』
該
当
部
分
と
は
異
同
が
多
い
。
問
題
部
分
の
続
き
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
太
平
御
覧
』
は
以
下
の

よ
う
に
続
く
。（
な
お
、
以
下
に
引
用
し
た
『
太
平
御
覧
』
の
表
現
の
う
ち
、『
後
漢
書
』
と
は
類
似
す
る
が
『
三
国
志
』
と
は
異
な
る
部
分
に
は
傍
線
を
、『
後

漢
書
』
と
は
異
な
り
『
三
国
志
』
と
は
類
似
す
る
部
分
に
は
波
線
を
付
す
）

自
天
子
g
塵
、
將
軍
首
唱
義
兵
、
雖
禦
難
于
外
、
心
無
不
在
王
室
。
今
鸞
駕
旋
軫
、
東
京

。
義
士

存
本
之
思
、
兆
人
懷
感
舊
之
哀
。
]
因
此
時
、

奉

上
以
從
民
望
、
大
順
也
。
秉
至
公
以
服
天
下
、
大
略
也
。
仗
弘
毅
以
致
=
俊
、
大
�
也
。
四
方
雖

5
f
、
其
何
能
爲
。」
太
)
從
之
。

『
後
漢
書
』
該
当
部
分
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

自
天
子
g
塵
、
將
軍
首
唱
義
兵
。
徒
以
山
東
擾
亂
、
未
遑
�
赴
、
雖
禦
I

外
、
乃
心
無
不
在
王
室
。
今
鑾
駕
旋
軫
、
東
京
榛

。
義
士

存
本
之
思
、

兆
人
懷
感
舊
之
哀
。
]
因
此
時
、
奉

上
以
從
人
望
、
大
順
也
。
秉
至
公
以
_
天
下
、
大
略
也
。
扶
弘
義
以
致
=
俊
、
大
�
也
。
四
方
雖

5
f
、
其
何
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能
爲
。
…
…
」
操
從
之
。

対
す
る
『
三
国
志
』
を
見
て
み
よ
う
。

自
天
子
播
越
、
將
軍
首
唱
義
兵
、
徒
以
山
東
擾
亂
、
未
能
�
赴
關
右
、
然
/
分
 
將
帥
、
g
險
通
Z
、
雖
禦
I
于
外
、
乃
心
無
不
在
王
室
、
是
將
軍
匡
天

下
之
素
志
也
。
今
車
駕
旋
軫
、
東
京
榛

、
義
士

存
本
之
思
、
百
姓
感
舊
而
�
哀
。
]
因
此
時
、
奉

上
以
從
民
W
、
大
順
也
。
秉
至
公
以
_
雄
傑
、

大
略
也
。
扶
弘
義
以
致
�
俊
、
大
�
也
。
天
下
雖

5
f
、
必
不
能
爲
累
、
^
矣
。
…
…
」
太
)
�
至
洛
陽
、
奉
�
天
子

許
。

『
太
平
御
覧
』
該
当
部
分
が
、
現
行
の
『
三
国
志
』
よ
り
も
『
後
漢
書
』
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。『
太
平
御
覧
』
が
参
照
し
た
『
三
国
志
』
の

版
本
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
行
版
本
と
比
較
す
る
限
り
、
晋
文
公
の
故
事
に
関
す
る
記
述
も
ま
た
、『
後
漢
書
』
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

以
下
、
引
用
は
省
く
が
、『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
二
・
漢
紀
五
十
四
は
『
後
漢
書
』
に
沿
っ
た
記
述
を
採
り
、
荀
�
は
晋
文
公
の
故
事
を
例
示
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
盧
弼
『
三
国
志
集
解
』
は
両
説
を
挙
げ
た
上
で
、
判
断
を
下
さ
な
い
で
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
荀
�
の
助
言
に
晋
文
公
の
故
事
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
范
曄
以
後
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
范
曄
の
提
示
す
る
荀
�
像
の

影
響
力
の
大
き
さ
が
窺
え
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
の
荀
�
の
助
言
で
は
晋
文
公
の
故
事
は
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
十
七
）
然
ら
ば
則
ち
魏
武
を
高
光
楚
`
に
比
す
る
は
、
U
氏
の
p
り
な
り
。
豈
に
皆
�
の
口
の
言
ふ
A
な
ら
ん
や
。

（
十
八
）
l
の
許
に

す
る
に

ぶ
や
、
�
を
以
て
侍
中
・
守
'
書
令
と
爲
す
。

お
ご

（
十
九
）
袁
紹

%
に
河
朔
の
地
を
>
ね
、
驕
氣

り
。
而
し
て
操

張
H
に
敗
れ
、
紹

操
に
書
を
與
へ
て
甚
だ
倨
れ
り
。
操

大
い
に
怒
り
、
先
づ
之
を
攻
め

ん
と
欲
す
る
も
、
而
れ
ど
も
力
の
敵
せ
ざ
る
を
患
ひ
て
、
以
て
�
に
謀
る
。
�
紹
は
強
し
と
雖
も
、
\
に
は
操
の
制
す
る
A
と
爲
ら
ん
こ
と
を
量
り
、
乃

ち
先
づ
呂
布
を
取
り
、
然
る
後
に
紹
を
圖
る
こ
と
を
*
き
、
操
之
に
從
ふ
。

む
す
め

め
あ
は

（
二
十
）
太
)
女
を
以
て
�
の
長
子
た
る
	
に
妻
す
、
後
に
安
陽
公

と
n
せ
ら
る
。

（
二
十
一
）
初
+
二
年
、
乃
ち
紹
を
去
り
て
操
に
從
ふ
。
操

與
に
語
り
大
い
に
�
び
て
曰
く
、「
吾
が
子
T
な
り
」
と
。
以
て
奮
武
司
馬
と
爲
す
。
時
に
年
二

十
九
。
^
年
、
h
操
の
9
東
司
馬
と
爲
る
。

（
二
十
二
）
^
年
、
太
)
F
州
牧
を
領
し
、
後
に
9
東
將
軍
と
爲
る
、
�
常
に
司
馬
を
以
て
從
ふ
。

（
二
十
三
）
荀
�
の
死
に
つ
い
て
は
、
美
川
修
一
「『
三
国
志
』
―
荀
�
の
死
―
」（『
中
国
正
史
の
基
礎
的
研
究
』
早
稲
田
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
室
、
一
九

八
四
年
）
を
参
照
。
美
川
に
よ
る
と
、
荀
�
は
曹
操
に
よ
り
服
毒
自
殺
を
強
要
さ
れ
た
と
い
う
。
曹
操
は
、
荀
�
が
死
ん
だ
翌
年
の
四
月
に
九
州
制
を
復
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活
し
、
五
月
に
魏
公
に
就
任
し
て
い
る
（『
三
国
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
）。
い
ず
れ
も
荀
�
の
反
対
で
立
ち
消
え
と
な
っ
て
い
た
懸
案
で
あ
り
、
美
川
は
こ

れ
ら
の
点
か
ら
、
孫
権
討
伐
は
曹
操
が
荀
�
殺
害
の
た
め
に
行
っ
た
謀
略
で
あ
り
、
九
州
制
復
活
と
魏
公
就
任
の
手
際
の
良
さ
は
、
出
発
前
か
ら
準
備
が

進
め
ら
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

（
二
十
四
）
十
七
年
、

昭
等
、
太
)
宜
し
く
r
國
公
と
、
九
錫
備
物
を
�
め
、
以
て
殊
勳
を
彰
ら
か
に
す
べ
し
と
謂
ひ
、
密
か
に
以
て
�
に
諮
る
。
�
以
爲

へ
ら
く
、「
太
)
本
義
兵
を
興
し
以
て
1
を
匡
け
國
を
寧
ん
じ
、
忠
貞
の
]
を
秉
り
、
,
讓
の
實
を
守
る
。
君
子
人
を
愛
す
る
に
�
を
以
て
す
、
宜
し
く
此

の
如
く
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
太
)
是
に
由
り
て
心
+
ら
か
な
る
こ
と
能
は
ず
。
孫
權
を
征
す
る
に
會
り
て
、
表
し
て
�
を
"
ひ
て
軍
を
7
に
勞
は
し
め
、

因
り
て
輒
ち
�
を
留
む
る
に
侍
中
光
祿
大
夫
持
f
、
參
丞
相
軍
事
を
以
て
す
。
太
)
の
軍
濡
須
に
至
る
や
、
�
疾
み
て
壽
春
に
留
ま
り
、
憂
を
以
て
[
ず
、

時
に
年
五
十
。
諡
し
て
?
侯
と
曰
ふ
。
^
年
、
太
)
�
に
魏
公
と
爲
る
。

（
二
十
五
）
十
七
年
、

昭
ら
共
に
操
に
r
國
公
と
、
九
錫
備
物
を
�
め
ん
と
欲
し
、
密
か
に
以
て
�
に
訪
ぬ
。
�
曰
く
、「
曹
公
は
本

義
兵
を
興
し
て
、
以

て
`
1
を
匡
振
し
、
勳
庸
は
崇
P
な
り
と
雖
も
、
/
ほ
忠
貞
の
f
を
秉
る
。
君
子
は
人
を
愛
す
る
に
�
を
以
て
す
。
宜
し
く
此
の
如
く
す
べ
か
ら
ず
」
と
。

事
�
に
寢
む
。
操

心
+
ら
か
な
る
こ
と
能
は
ず
。
南
の
か
た
孫
權
を
征
す
る
に
會
り
て
、
表
し
て
�
を
"
ひ
て
軍
を
7
に
勞
は
し
め
、
因
り
て
表
し
て
�

を
留
め
て
曰
く
、「
臣
聞
く
な
ら
く
、
古
の
將
を
 
は
す
や
、
上
は
監
督
の
重
を
設
け
、
下
は
副
二
の
任
を
i
つ
と
。
國
命
を
�
嚴
に
し
、
謀
り
て
�
ち
鮮

き
A
以
の
m
な
り
。
臣
今
當
に
江
を
濟
り
、
辭
を
奉
じ
て
罪
を
伐
つ
べ
し
。
宜
し
く
大
Z
の
肅
み
て
王
命
を
將
ふ
も
の

る
べ
し
。
p
武
O
び
用
ふ
る
は
、

古
よ
り
之

り
。
Z
持
f
・
侍
中
・
守
'
書
令
・
B
6
亭
侯
�
は
、
國
の
W
臣
に
し
て
、
�
は
E

に
洽
し
。
%
に
軍
の
!
る
A
に
停
ま
り
た
れ
ば
、
臣

と
倶
に
�
み
、
國
命
を
宣
示
し
、
威
も
て
醜

を
懷
け
し
む
る
を
�
宜
と
す
。
軍
禮
は
Y
や
か
な
る
を
'
べ
ば
、
先
"
す
る
に

ば
ず
。
臣
輒
ち
�
を
留

め
、
依
り
て
以
て
重
と
爲
す
」
と
。
書
奏
し
、
l
之
に
從
ひ
、
�
に
�
を
以
て
侍
中
・
光
祿
大
夫
と
爲
し
、
f
を
持
し
、
丞
相
の
軍
事
に
參
ぜ
し
む
。
濡

須
に
至
り
、
�
病
み
て
壽
春
に
留
ま
り
、
操

之
に
c
を
饋
る
。
發
き
�
る
に
、
乃
ち
空
�
な
り
。
是
に

て
藥
を
飮
み
て
卒
す
。
時
に
年
五
十
。
l
之

を
哀
惜
し
、
)
日
に
之
が
爲
に
讌
樂
を
廢
す
。
謚
し
て
?
侯
と
曰
ふ
。
^
年
、
操

�
に
魏
公
を
n
す
と
云
ふ
。

（
二
十
六
）
@
十
d
、
曹
操

孫
權
を
征
す
。
侍
中
、
'
書
令
の

�
軍
を
7
に
勞
ふ
。
初
め
、

昭
等

曹
操
宜
し
く
r
郡
公
、
九
錫
備
物
を
�
め
、
以
て
殊

勳
を
彰
ら
か
に
す
べ
し
と
謂
ひ
、
密
か
に
以
て
�
に
語
る
。
�
曰
く
、「
曹
公

本

義
兵
を
興
し
、
以
て
1
を
匡
け
國
を
寧
ん
じ
、
忠
貞
の
]
を
秉
り
、
,

讓
の
實
を
守
る
。
君
の
人
を
愛
す
る
や
�
を
以
て
す
、
宜
し
く
此
の
如
く
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
操

是
に
由
り
て
心
之
を
+
ら
か
に
せ
ず
。
是
の
行
や
、
操

�
を
"
ひ
て
軍
を
勞
は
し
め
、
因
り
て
�
を
留
む
る
に
侍
中
、
光
祿
大
夫
持
f
監
丞
相
軍
事
を
以
て
す
。
壽
春
に
!
り
、
�
憂
を
以
て
死
す
。

（
二
十
七
）
こ
の
概
略
は
主
に
『
三
国
志
』
荀
�
伝
に
基
づ
い
た
。『
後
漢
紀
』
も
ほ
ぼ
同
一
内
容
で
あ
る
。

（
二
十
八
）『
三
国
志
』
荀
�
伝
で
も
、
荀
�
死
去
の
翌
年
に
曹
操
が
魏
公
と
な
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
本
来
、
曹
操
の
魏
公
就
任
は
武
帝
紀
に
記
せ
ば
事
足
り

る
が
、
そ
れ
を
荀
�
伝
に
記
す
こ
と
で
、
陳
寿
も
ま
た
荀
�
の
死
去
と
曹
操
の
魏
公
就
任
の
因
果
関
係
を
仄
め
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
後
漢

書
』
と
異
な
り
、
両
者
の
関
係
を
明
記
は
し
て
い
な
い
。
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（
二
十
九
）
『
後
漢
書
』
該
当
部
分
は
「
〔
曹
操
〕
至
濡
須
、
�
病
留
壽
春
、
操
饋
之
c
。
發
�
、
乃
空
�
也
。

是
飮
藥
而
卒
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
『
三

国
志
』
卷
十
・
荀
�
伝
注
『
魏
氏
春
秋
』
で
は
、「
太
)
饋
�
c
、
發
之
、
乃
空
�
也
。

是
飮
藥
而
卒
。」
と
あ
る
。

（
三
十
）
論
に
曰
く
、「
l
を
西
京
に
;
し
て
よ
り
、
山
東

沸
し
、
天
下
の
命
倒
縣
す
。

君
は
乃
ち
河
・
冀
を
越
ゑ
、
�
關
し
て
以
て
曹
氏
に
從
ふ
。
其
の

擧
措
を
定
め
、
言
策
を
立
て
、
崇
ん
に
王
略
を
^
ら
か
に
し
て
、
以
て
國
の
艱
し
き
に
X
な
る
を
察
す
る
に
、
豈
に
亂
に
因
り
て
義
を
假
り
て
、
以
て
正

し
き
に
Q
へ
る
の
謀
を
就
す
と
云
は
ん
か
。
誠
に
仁
を
ば
己
れ
の
任
と
爲
し
、
民
を
倉
卒
に
J予
く
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
な
り
。

昭
の
議
を
阻
み
て
、
以

て
非
命
を
致
す
に

び
て
は
、
豈
に
數
な
る
か
。
世
の

君
を
言
ふ
m
、
-
塞
或
い
は
�
ぎ
た
り
。
常
に
以
爲
へ
ら
く
、
中
賢
よ
り
以
下
、
&
は
備
は
れ

る
を
求
む
る
こ
と
無
く
、
智
o
は
:
踈
す
る
A

り
、
始
め
を
原
ね
て
未
だ
必
ず
し
も
末
を

め
ず
。
斯
れ
理
の

詰
す
可
か
ら
ざ
る
m
な
り
。
夫
れ
衞

賜
の
賢
を
以
て
し
て
、
一
た
び
*
き
て
兩
國
を
斃
す
。
彼
は
仁
に
j
く
し
て
之
を
欲
せ
し
に
は
非
ず
。
蓋
し

き
こ
と

れ
ば
必
ず
喪
ふ
こ
と

れ
ば
な

り
。
斯
れ
h
功
の
>
ね
ざ
る
m
な
り
。
時
0
の
屯

に
方
り
て
は
、
雄
才
に
非
ざ
れ
ば
以
て
其
の
C
る
る
を
濟
ふ
こ
と
無
く
、
功
高
く

彊
け
れ
ば
、
則

ち
皇
�
自
づ
か
ら
移
る
。
此
れ
h
時
の
O
ぶ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
其
の
正
し
き
に
歸
す
る
を
取
る
の
み
に
し
て
、
亦
た
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
S
す

の
義
な
り
」
と
。

（
三
十
一
）
例
え
ば
、『
後
漢
紀
』
の
著
者
で
あ
る
袁
宏
は
、「
自
己
爲
之
功
、
而
己
死
之
、
殺
身
/

餘
K
、
焉
足
以
S
名
也
（
自
己
之
が
功
を
爲
し
、
而
し

て
己
之
に
死
す
、
身
を
殺
す
も
/
ほ
餘
K

り
、
焉
ん
ぞ
以
て
名
を
S
す
に
足
ら
ん
や
）」
と
荀
�
を
評
し
て
い
る
（『
後
漢
紀
』
献
帝
紀
・
巻
三
十
・
建

安
十
七
年
の
「
袁
宏
曰
」）。たす

の

（
三
十
二
）
贊
に
曰
く
、
�
の
弼
け
る
こ
と

る
は
、
]
に
國
の
疾
に
感
ず
れ
ば
な
り
。
功
は
申
ぶ
る
も
0
は
改
ま
り
、
迹
は
疑
は
し
き
も
心
は
一
な
り
。

（
三
十
三
）
九
年
秋
八
d
戊
寅
、
曹
操
大
い
に
袁
'
を
破
り
、
冀
州
を
+
ら
げ
、
自
ら
冀
州
牧
を
領
す
。

（
三
十
四
）
九
d
、
…
…
天
子
公
を
以
て
冀
州
牧
を
領
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、
公

讓
り
て
F
州
に
4
る
。

（
三
十
五
）
戊
辰
、
司
空
の
曹
操
を
以
て
冀
州
牧
を
領
せ
し
む
。

（
三
十
六
）『
後
漢
書
』
本
紀
九
・
献
帝
紀
の
表
記
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

〔
i
安
元
年
八
d
〕
辛
亥
、
9
東
將
軍
曹
操
自
領
司
隷
校
尉
、
<
'
書
事
。（
辛
亥
、
9
東
將
軍
の
曹
操

自
ら
司
隸
校
尉
、
<
'
書
事
を
領
す
。）

〔
i
安
元
年
〕
@
十
一
月

戌
、
曹
操
自
爲
司
空
、
行
車
騎
將
軍
事
。（
@
十
一
d

戌
、
曹
操

自
ら
司
空
と
爲
り
、
車
騎
將
軍
の
事
を
行
ふ
。）

〔
i
安
十
三
年
〕

六
d
、
…
…
癸
巳
、
曹
操
自
爲
丞
相
。（

六
d
、
…
…
癸
巳
、
曹
操

自
ら
丞
相
と
爲
る
。）

〔
i
安
十
八
年
〕

五
d

申
、
曹
操
自
立
爲
魏
公
、
加
九
錫
。（

五
d

申
、
曹
操

自
ら
立
ち
て
魏
公
と
爲
り
、
九
錫
を
加
ふ
。）

〔
i
安
〕
二
十
一
年

四
d
甲
午
、
曹
操
自
�
號
魏
王
。（
二
十
一
年
夏
四
d
甲
午
、
曹
操

自
ら
號
を
魏
王
に
�
む
。）
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こ
れ
に
つ
い
て
『
三
国
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

〔
i
安
元
年
秋
〕
天
子
假
太
)
f
鉞
、
<
'
書
事
。（
天
子

太
)
に
f
鉞
を
假
し
、
<
'
書
事
た
ら
し
む
。）

さ
づ

〔
i
安
元
年
@
十
d
〕
天
子
拜
公
司
空
、
行
車
騎
將
軍
。（
天
子

公
に
司
空
を
拜
け
、
行
車
騎
將
軍
た
ら
し
む
。）

〔
i
安
十
三
年
〕

六
d
、
以
公
爲
丞
相
。（

六
d
、
公
を
以
て
丞
相
と
爲
す
。）

〔
i
安
十
八
年
〕
五
d

申
、
天
子
Z
御
U
大
夫

慮
持
f
策
命
公
爲
魏
公
曰
、
…
…
（
五
d

申
、
天
子

御
U
大
夫
の

慮
を
し
て
f
を
持
し
命
を
策

し
公
を
魏
公
と
爲
さ
し
め
て
曰
く
、
…
…
）

〔
i
安
二
十
一
年
〕

五
d
、
天
子
�
公
r
爲
魏
王
。（

五
d
、
天
子

公
の
r
を
�
め
て
魏
王
と
爲
す
。）

『
後
漢
紀
』
に
お
け
る
該
当
記
事
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
同
書
で
は
、
曹
操
の
録
尚
書
事
・
丞
相
就
任
に
関
す
る
記
述
を
缺
く
た
め
、
司
空
・
魏
公
・
魏
王

就
任
に
関
す
る
記
述
の
み
引
用
す
る
。

〔
i
安
元
年
@
十
d
〕

戌
、
以
操
爲
司
空
、
領
車
騎
將
軍
。（

戌
、
操
を
以
て
司
空
と
爲
し
、
車
騎
將
軍
を
領
せ
し
む
。）

〔
i
安
十
八
年
〕

五
d

申
、
天
子
Z
御
U
大
夫

慮
持
f
策
命
曹
操
爲
公
曰
、
…
…
（

五
d

申
、
天
子

御
U
大
夫
の

慮
を
し
て
f
を
持
し
命

を
策
し
曹
操
を
公
と
為
さ
し
め
て
曰
く
、
…
…
）

〔
i
安
二
十
一
年
〕

四
d
甲
午
、
�
魏
公
r
爲
王
。（

四
d
甲
午
、
魏
公
の
r
を
�
め
て
王
と
爲
す
。）

（
三
十
七
）
`
l
衆
W
の
魏
に
在
る
を
以
て
、
乃
ち
群
公
�
士
を
召
し
、
高
a
に
.
祠
す
。
>
御
U
大
夫
の
張
s
を
し
て
f
を
持
し
璽
綬
を
奉
ぜ
し
め
て
位
を

ゆ
づ禪
る
。

（
三
十
八
）
@
十
d
乙
卯
、
詔
し
て
曰
く
、「
…
…
」
と
。
乃
ち
宗
a
に
.
げ
、
御
U
大
夫
の
張
s
を
し
て
皇
l
の
璽
綬
を
奉
ぜ
し
め
、
位
を
魏
王
に
禪
り
て
曰

く
、「
…
…
」
と
。
…
…
庚
午
、
魏
王

皇
l
の
位
に
(
き
、
年
を
改
め
て
�
初
と
曰
ふ
。

ゆ
づ

（
三
十
九
）
@
十
d
乙
卯
、
皇
l
位
を
L
り
、
魏
王
の
丕

天
子
を
n
す
。
l
を
奉
じ
て
山
陽
公
と
爲
す
。

（
四
十
）
秋
七
d
庚
子
、
劉
備
自
ら
`
中
王
を
n
す
。

（
四
十
一
）
二
十
五
年
…
…
三
月
、
延
康
と
改
元
す
。
@
十
d
乙
卯
、
皇
l
位
を
L
る
、
魏
王
丕

天
子
を
n
す
。
…
…
^
年
、
劉
備

l
を
蜀
に
n
し
、
孫
權

も
亦
た
自
ら
V
に
王
た
り
。
是
に

て
天
下

�
に
三
分
せ
り
。

（
四
十
二
）
『
後
漢
書
』
本
紀
一
上
（
光
武
帝
）
、
本
紀
二
（
明
帝
）
、
本
紀
三
（
章
帝
）
、
本
紀
四
（
和
帝
・
殤
帝
）
、
本
紀
五
（
安
帝
・
北
郷
侯
）
、
本
紀
六
（
順

帝
・
冲
帝
・
質
帝
）、
本
紀
七
（
桓
帝
）、
本
紀
八
（
霊
帝
・
少
帝
）、
本
紀
九
（
献
帝
）
の
全
十
四
カ
所
。
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（
四
十
三
）『
後
漢
紀
』
の
一
番
最
後
、
献
帝
紀
・
巻
三
十
・
建
安
二
十
五
年
（
黄
初
元
年
）
に
「
^
年
、
劉
備
自
立
爲
天
子
」
と
あ
る
。
こ
の
直
前
の
「
袁
宏

曰
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
も
、
こ
の
劉
備
即
位
の
記
事
は
「
漢
は
滅
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
袁
宏
の
願
望
が
託
さ
れ
た
記
述
と
も
読
め
る
。
た
だ
し
そ
の

袁
宏
に
と
っ
て
も
、
劉
備
の
即
位
は
「
自
立
」
で
あ
っ
た
。

（
四
十
四
）
魏
の
�
龍
二
年
三
d
庚
寅
、
山
陽
公
[
ず
。
L
り
て
よ
り
[
ず
る
に
至
る
ま
で
、
十

四
年
、
年
五
十
四
。
孝
獻
皇
l
と
諡
さ
る
。
八
d
壬
申
、

`
天
子
の
禮
儀
を
以
て
禪
陵
に
D
ら
る
。

（
四
十
五
）『
後
漢
書
集
解
』
の
同
部
分
に
お
い
て
王
先
謙
は
、
薨
の
字
と
魏
の
年
号
を
用
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
献
帝
を
貶
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
指
摘
し
、

「
こ
こ
で
は
『
春
秋
』
の
「
公
薨
于
乾
侯
」
の
例
に
従
い
、「
崩
」
の
字
を
用
い
る
べ
き
だ
」
と
い
う
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
記
し
て
い
る
（『
春
秋

左
氏
伝
』
昭
公
・
伝
三
十
二
年
の
項
に
、
亡
命
し
た
魯
の
昭
公
が
、
帰
国
で
き
ぬ
ま
ま
乾
侯
の
地
で
死
ん
だ
こ
と
を
「
公
薨
于
乾
侯
」
と
記
す
こ
と
を
指

す
）。
范
曄
が
献
帝
の
死
を
「
薨
」
と
記
し
た
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が
後
世
の
人
々
に
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
四
十
六
）
論
に
曰
く
、『
傳
』
に
「
鼎
の
�
爲
る
や
、
小
な
り
と
雖
も
重
し
」
と
n
す
。
故
に
�
の
寶
と
す
る
A
は
、
奪
ひ
移
す
可
か
ら
ず
。
8
ひ
て
趨
ら
し

む
る
に
至
る
は
、
此
れ
亦
た
0
窮
ま
る
の
歸
か
。
天

`
の
�
に
厭
く
こ
と
久
し
、
山
陽

其
れ
何
ぞ
誅
め
ん
。

（
四
十
七
）
贊
に
曰
く
、
獻
の
生
ま
る
る
や
辰
な
ら
ず
、
身
は
播
ひ
國
は
屯
が
る
。
我
が
四
百
を
終
へ
、
永
へ
に
e
の
賓
と
作
る
。

（
四
十
八
）
宮
川
尚
志
「
禅
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究
」（『
六
朝
史
研
究

政
治
・
社
会
篇
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
六
年
、
所
収
）、
渡
邉
義
浩
「
三

国
時
代
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
」」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

（
四
十
九
）
増
井
経
夫
『
中
国
の
歴
史
書

中
国
史
学
史
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
四
年
）「
７

三
国
志
」。

（
五
十
）『
三
国
志
』
巻
十
四
・
劉
曄
伝
注
『
傅
子
』
に
、
劉
曄
の
「
今
天
下
三
分
、
中
国
十
有
其
八
」
と
い
う
見
解
が
見
え
る
。
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